
ヒ
ト

ヒ
ト

E
S

E
S
細

胞
の

樹
立

及
び
使

用
に
関

す
る
指

針
の

改
正

案
に
関

す
る
説

明
細

胞
の

樹
立

及
び
使

用
に
関

す
る
指

針
の

改
正

案
に
関

す
る
説

明

文
部
科
学
省
研
究
振
興
局

文
部
科
学
省
研
究
振
興
局

ラ
イ
フ
サ

イ
エ
ン
ス
課

ラ
イ
フ
サ

イ
エ
ン
ス
課

生
命
倫
理
・
安
全
対
策

室
生
命
倫
理
・
安
全
対
策
室

資
料

７



１
．
使
用
計
画
が
増
大
し
、
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
必
要
と
す
る
研
究
機
関
が
増
え
た
た
め
、
樹
立
機
関
の
ほ
か

１
．
使
用
計
画
が
増
大
し
、
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
必
要
と
す
る
研
究
機
関
が
増
え
た
た
め
、
樹
立
機
関
の
ほ
か

に
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
分
配
を
す
る
機
関
と
し
て
の
「
分
配
機
関
の
設
置
」
を
制
度
化

に
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
分
配
を
す
る
機
関
と
し
て
の
「
分
配
機
関
の
設
置
」
を
制
度
化

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１

２
．
国
際
的
な
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
研
究
の
広
が
り
に
対
応
す
る
た
め
、
我
が
国
で
樹
立
さ
れ
た
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の

２
．
国
際
的
な
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
研
究
の
広
が
り
に
対
応
す
る
た
め
、
我
が
国
で
樹
立
さ
れ
た
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の

「
海

外
の

機
関

へ
の

分
配

」
を
制

度
化

「
海

外
の

機
関

へ
の

分
配

」
を
制

度
化

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
４

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
４

３
．
指
針
の
よ
り
適
切
な
運
用
を
図
る
た
め
、
指
針
で
求
め
る
要
件
の
明
確
化

３
．
指
針
の
よ
り
適
切
な
運
用
を
図
る
た
め
、
指
針
で
求
め
る
要
件
の
明
確
化

(( 共
通
的
事
項

共
通
的
事
項

) ) ・
・
・
・
・
・
・
・
６

・
・
・
・
・
・
・
・
６

４
．
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
分
化
に
係
る
研
究
の
進
展
に
対
応
し
、
「
分
化
細
胞
の
譲
渡
及
び
保
存
等
に
係
る

４
．
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
分
化
に
係
る
研
究
の
進
展
に
対
応
し
、
「
分
化
細
胞
の
譲
渡
及
び
保
存
等
に
係
る

規
制

」
を
合

理
化

規
制

」
を
合

理
化

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
９

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
９

５
．
使

用
計

画
の

実
績

の
増

加
、
研

究
者

の
流

動
性

の
増

大
に
対

応
し
、
主

で
な
い
研

究
者

の
変

更
な

５
．
使

用
計

画
の

実
績

の
増

加
、
研

究
者

の
流

動
性

の
増

大
に
対

応
し
、
主

で
な
い
研

究
者

の
変

更
な

ど
「
計

画
の

根
幹

に
関

わ
ら
な
い
軽

微
な
変

更
に
つ
い
て
は

届
出

制
と
し
、
審

査
を
合

理
化

ど
「
計

画
の

根
幹

に
関

わ
ら
な
い
軽

微
な
変

更
に
つ
い
て
は

届
出

制
と
し
、
審

査
を
合

理
化

・
・
・
・
・
１
０

・
・
・
・
・
１
０

※
ス
ラ
イ
ド
中

、
§

記
号

は
関

連
条

文
を
示

す
。

ex
；
（
§

1.
1.

7）
→

第
一
条
第
一
項
第
七
号



機
関
の
長

提
供
医
療
機
関
の
長

分
配
責
任
者

文
部

科
学

大
臣

機
関
の
長

機
関
の
長

樹
立
責
任
者

使
用
責
任
者

機
関
内
倫
理

審
査
委
員
会

（
参
考
）
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
樹
立
、
分
配
及
び
使
用
の
流
れ

了 承

確 認

確 認 申 請

（ 海 外 使 用 機 関

へ の 分 配 の み ）

意
見
聴
取

分 配 機 関 の 設 置 申 請

了 承

使 用 計 画

の 申 請
了 承

確 認

確 認 申 請

意
見
聴
取

機
関
内
倫
理

審
査
委
員
会

機
関
内
倫
理

審
査
委
員
会

機
関
内
倫
理
審
査
委
員
会

樹 立 計 画

の 申 請
了 承

確 認

確 認 申 請

意
見
聴
取

意
見
聴
取

分 配 計 画

の 申 請

（ 海 外 使 用 機 関

へ の 分 配 の み ）

寄
託

樹
立
機
関

分
配
機
関

使
用
機
関

提
供
医
療
機
関



３
）

分
配

の
要

件

１
）

分
配

の
定

義

樹
立

し
た
細

胞
株

か
ら
分

離
し
た
細

胞
を
交

付
し
、
使

用
さ
せ

る
こ
と
を
い
う
。
【
§

1.
1.

7】

２
）

寄
託

の
定

義

保
管

及
び
第

三
者

に
分

配
を
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
ヒ
ト

ES
細

胞
を
交

付
す
る
こ
と
を
い
う
。

【
§

1.
1.

8】

【
分

配
で
き
る
ヒ
ト

ES
細
胞
】

(§
26

)
・
本
指

針
に
基
づ
き
、
我

が
国

で
樹
立
さ
れ
た
ヒ
ト

ES
細
胞

・
文
部
科
学
大
臣
が
認
め
た
海
外
で
樹
立
さ
れ
た
ヒ
ト

ES
細
胞

・
上
記
で
あ
っ
て
、
無
償
で
寄
託
又
は
譲
渡
さ
れ
た
も
の

【
分

配
す
る
こ
と
が

で
き
る
国

内
使

用
機

関
】

(§
27

)

・
文

部
科

学
大
臣

の
確

認
を
受
け
た
使

用
計

画
の

実
施

機
関

【
分

配
す
る
こ
と
が

で
き
る
海

外
使

用
機

関
】

(§
28

)

・法
令
又
は
類
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
あ
る
国
に
あ
る
機

関
・
文
部
科
学
大
臣
の
確
認
を
受
け
た
分
配
計
画
に
基
づ
く
契
約
の
締
結
機
関

４
）

分
配

の
仕

組
み

（
ヒ
ト

ES
細

胞
の

分
配

の
流

れ
）

樹 立 機 関 海 外 樹 立 機 関 等

分 配 機 関

国 内 使 用 機 関 海 外 使 用 機 関

分
配

計
画

の
作

成

文
科

大
臣

の
確

認

分
配

契
約

締
結

【
寄

託
】

【
寄

託
又

は
譲

渡
】

【 文 科 大 臣 確 認 使 用 計 画 実 施 】

（
１
）

分
配
の

要
件

等

１１

１
．
使
用
計
画
が
増
大
し
、
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
必
要
と
す
る
研
究
機
関
が
増
え
た
た
め
、

１
．
使
用
計
画
が
増
大
し
、
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
必
要
と
す
る
研
究
機
関
が
増
え
た
た
め
、

樹
立
機
関
の
ほ
か
に
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
分
配
を
す
る
機
関
と
し
て
の
「
分
配
機
関
の
設
置
」
を
制
度
化

樹
立
機
関
の
ほ
か
に
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
分
配
を
す
る
機
関
と
し
て
の
「
分
配
機
関
の
設
置
」
を
制
度
化



３
）

分
配

機
関

の
分

配
の

業
務

体
制

２
）

分
配

機
関

の
基

準
、
業

務

１
）

分
配

機
関

の
定

義

樹
立
機
関
か
ら
寄
託
を
さ
れ
る
ヒ
ト

ES
細
胞
の
分
配
を
す
る
機
関
を
い
う
。

【
§

1.
1.

12
】

○
基
準

【
§

29
】

・
ヒ
ト

E
S細

胞
の
分
配
等
の
実
施
に
足
り
る
施
設
、
人
員
、
能
力

(技
術

・
管

理
）
、
財

政
的

基
礎

・
ヒ
ト

E
S細

胞
の

分
配

等
に
際

し
て
遵

守
す
べ

き
規

則
（
技

術
・
倫

理
・
管

理
）

・
倫

理
審

査
委

員
会

の
設

置
・
動

物
又

は
ヒ
ト
の

細
胞

の
分

配
実

績

・
ヒ
ト

E
S細

胞
の
分
配
等
に
関
す
る
教
育
研
修
計
画

○
業
務

【
§

30
】

・
ヒ
ト

E
S細

胞
の
分
配
等

・
加

工
ヒ
ト

ES
細

胞
の

使
用

機
関

か
ら
の

譲
受

と
そ
の

分
配

・
使

用
計

画
実

施
者

へ
の

ヒ
ト

ES
細

胞
取

扱
い
の

技
術

研
修

・
ヒ
ト

E
S細

胞
の
分
配
等
の
記
録
作
成
・
保
管

・
ヒ
ト

E
S細

胞
の
分
配
等
に
係
る
文
部
科
学
大
臣
の
調
査
等
へ
の
協
力

分
配
機
関

の
長

分
配
責
任

者

分
配
分
担

者

研
究

者【
指
示
】

【
補
佐
】

【
監
督
】

【
分
配

計
画
の
了
承
の
求
め
等
】

倫
理
審
査

委
員
会

【
分
配
計
画
等
へ
の
意
見
の
求
め
等
】

分 配 業 務 実 施

【 分 配 等 状 況 報 告 】
【
分
配
等
状
況
報
告
】

【
分
配
計
画
等
へ
の
意
見
の
提
出
等
】

（
２
）

分
配
機
関
の
基
準
、
業
務
等

２２



機
関
の
長

【
§

31
.3
（
記

載
事

項
）
】

○
機

関
名
称

・
所

在
地
・
機

関
長

名
○

組
織
・
人

員
の

体
制

○
分
配
責
任
者
、
分
配
分
担
者
及
び
研
究
者
の

略
歴
、
役
割
等

○
取

扱
い
施

設
・
設

備
・
管
理

体
制

○
寄

託
、
譲

渡
を
受

け
る
ヒ
ト

ES
細

胞

○
技

術
・
倫

理
・管

理
の

規
則

○
倫

理
審
査

委
員

会
体

制
○
教

育
研
修

計
画

【
§

31
.4
（
添

付
）
】

○
設

置
審
査

委
員

会
審

査
過

程
・
結

果
○
設

置
審
査

委
員

会
規

則
写
し

○
技

術
・
倫

理
・管

理
の

規
則

写
し

○
記

載
事
項

関
連

書
類

設
置
計
画

【
作

成
】

【
意
見
求
め
】

設
置
審
査
委
員
会

【
意
見
提
出
】

文
部
科
学
大
臣

設
置
申
請

【§
31

】
設

置
変

更
申

請
・
届

出
【§

34
】

機
関
の
長

【
§

34
.3
（
記
載
事
項
）
】

・
変

更
内
容

・
変

更
理
由

【
§

34
.4
（
添

付
）
】

・
倫

理
審

査
委
員

会
審

査
過

程
・
結

果

設
置
計
画
変
更
書

【
§

34
】

○
組

織
・
人

員
の

体
制

○
分

配
責
任

者
、
分

配
分
担
者

○
施

設
・
設

備
、

ES
細
胞

変
更
事
項

（ 機 関 名 称 ・ 所 在 地 ・ 機 関 長 名 の み ）
倫
理
審
査
委
員
会【
こ
れ

以
外

の
変
更

事
項

】

確
認
申
請

確
認
申
請

届
出

機
関
の
長

【
意
見
求
め
】

【
意
見
提
出
】

倫
理
審
査
委
員
会

（ ヒ ト Ｅ Ｓ 細 胞 取 扱 い ）
【
意
見
求
め
】

【
意
見
提
出
】

届
出

科
学
技
術
・
学
術
審
議
会
生
命
倫
理
・
安
全

部
会

【
意
見
求
め
】

【
意
見
求
め
】

【 報 告 】

【 報 告 】

【
ヒ
ト

ES
細

胞
取

扱
い
の

み
】

【
意
見
求
め
】

【
確
認
】

【
確
認
】

【
確
認
】

【
公
示
】

【
公
示
】

機
関

文
科
省

(§
32

)

(§
31

.2
)

(§
31

.1
)

(§
33

.1
)

(§
33

.2
)

(§
38

.1
.1

)

(§
34

.6
)

(§
34

.6
)

(§
34

.1
)

(§
34

.5
)

(§
34

.7
)

(§
35

.2
)

(§
35

.3
)

(§
35

.1
)

(§
35

.1
)

（
３
）

分
配
機
関
の
設
置
等

３３

ヒ
ト

ES
細

胞
取
扱

い
の

み
確

認
申

請

（ § ３ ４ ． ２ ）

終
了
・
廃

止
届

出
【
§

35
】



分
配
計
画
の
基
準

(§
39

)
（
国
内
に
お
け
る
使
用
と
ほ

ぼ
同
様
な
遵

守
す
べ

き
事

項
を
適
用
）

○
当
該
国
の
法
令
又

は
こ
れ
に
類

す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
遵
守

○
他

の
機

関
へ

の
分

配
・
譲

渡
の

禁
止

○
使

用
完

了
後

は
、
ヒ
ト

E
S
細

胞
を
廃

棄
又

は
返

還
○

ヒ
ト

E
S
細

胞
か

ら
の

個
体

作
成

、
ヒ
ト
胚

等
へ

の
導

入
、
生

殖
細

胞
作

成
の

禁
止

○
商
業
目
的
利
用
の

禁
止

○
臨

床
研

究
そ
の

他
医

療
・
医

療
関

連
分

野
の

使
用

の
禁

止
○
個
人
情
報
保
護
の

十
分
な
措
置

○
そ
の
他
適
切
な
取
扱

い
に
必

要
な
措
置

○
基
準
違
反
の
場
合

の
ヒ
ト

E
S
細
胞

の
返

還
義

務

分
配
責
任
者

【
§

40
.2

(記
載
事
項

)】
○
計
画
の
名
称

○
機

関
の

名
称

、
所

在
地

、
機

関
長

名
○

使
用

機
関

の
名

称
、
所

在
地

、
国

名
○
分
配
方
法

○
使
用
期
間

○
分

配
す
る
ヒ
ト

E
S
細
胞

の
入
手
先

、

名
称

○
分
配
の
基
準

○
そ
の

他
必

要
事

項
【
§

40
.3

(添
付

)】
○
当
該
国
に
お
け
る
承

認
結
果
写
し

○
当
該
国
の
法
令
等

の
写
し

分
配
計
画
書

【
作
成
】

(§
40

.1
)

機 関 の 長 倫 理 審 査 委 員 会

【
確

認
申

請
】

(§
42

.1
)

【 意 見 の 求 め 】
(§

41
.1

)

【 意 見 の 提 出 】 (§
38

.1
.2

)

○
分
配
計
画
書

○
審
査
過
程
､

結
果

(§
42

.2
)

文 部 科 学 大 臣
【 意 見 の 求 め 】

(§
42

.3
)

科 学 技 術 ･ 学 術 審 議 会 生 命 倫 理 ･ 安 全 部 会

樹
立
機
関

【
同
意
の
求
め
】

(§
41

.2
)

【
了
承
】

海
外

の
使

用
機

関

【
契

約
】

【
分

配
】

（
１
）

海
外
使
用
機
関
へ
の
分
配
に
係
る
分
配
計
画
の
確
認
手
続
き

４４

２
．
国
際
的
な
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
研
究
の
広
が
り
に
対
応
す
る
た
め
、

２
．
国
際
的
な
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
研
究
の
広
が
り
に
対
応
す
る
た
め
、

我
が
国
で
樹
立
さ
れ
た
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
「
海
外
の
機
関
へ
の
分
配
」
を
制
度
化

我
が
国
で
樹
立
さ
れ
た
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
「
海
外
の
機
関
へ
の
分
配
」
を
制
度
化

（
分

配
機

関
で
あ
る
場

合
の

み
）



分
配
機
関

分 配 計 画

Ｍ Ｔ Ａ

海 外 の 使 用 機 関

1.
分

配
計

画
の

名
称

2.
分

配
機

関
の

名
称

、
所

在
地

、
機

関

長
名

3.
使

用
機

関
の

名
称

、
所

在
地

、
国

名
4.
分

配
の

方
法

5.
使

用
の

期
間

6.
分

配
す

る
ヒ

ト
ES

細
胞

の
入

手
先

、

名
称

7.
分

配
の

基
準

8.
そ

の
他

必
要

事
項

指
針

1.
当

該
国
の
法

規
制
又

は
こ

れ
に
類

す

る
ガ
イ

ド
ラ

イ
ン
の

遵
守

2.
 他

の
機
関
へ

の
分
配

･
譲
渡

の
禁
止

3.
使

用
完
了
後

は
、
ヒ

ト
Ｅ

Ｓ
細
胞

を

廃
棄
又

は
返

還

4.
 ヒ

ト
Ｅ
Ｓ
細

胞
か
ら

の
個

体
作
成

、

ヒ
ト
胚

等
へ

の
導
入

、
生

殖
細
胞

作
成
の
禁

止

5.
 商

業
目
的
利

用
の
禁

止

6.
 臨

床
研
究
そ

の
他
医

療
・

医
療
関

連

分
野
の

使
用

の
禁
止

7.
 個

人
情
報
保

護
の
十

分
な

措
置

8.
 そ

の
他
適
切

な
取
扱

い
に

必
要
な

措

置

9.
基

準
違
反
の

場
合
の

ヒ
ト

Ｅ
Ｓ
細

胞

の
返
還

の
義

務

分
配

計
画

に
基

づ
く
契

約

分
配

計
画

の
基

準

契
約
上
の

遵
守
事
項

に
よ
り
担
保

（
２
）

国
内
の
使
用
機
関
に
準
じ
た
適
切
な
取
扱
い
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置

５５



※
樹

立
機

関
、
分

配
機

関
及

び
使

用
機

関
全

て
に
適

用
。

○
機

関
の

基
準

と
し
て
、
教

育
研

修
計

画
の

保
持

を
規

定
。

(樹
立

:§
8.

1.
4、

分
配

:§
29

.1
.5
、
使

用
:§

8.
1.

4)

○
機

関
の

長
の

業
務

と
し
て
、
教

育
研

修
計

画
の

策
定

と
実

施
を
規

定
。

(樹
立

:§
10

.1
.7
、
分

配
:§

36
.1

.7
、
使

用
:§

49
.1

.5
)

○
樹

立
・
分

配
・
使

用
の

責
任

者
の

業
務

と
し
て
、
機

関
の

長
が

実
施

す
る
教

育
研

修
計

画
へ

の
研

究
者

等
の

参
加

の
指

示
及

び
研

究
者

に
対

す
る

そ
の

他
必

要
な
教

育
研

修
の

実
施

を
規

定
。

(樹
立

:§
11

.1
.8
、
分

配
:§

37
.1

.5
、
使

用
:§

50
.1

.6
)

１
）

機
関

で
行

う
技

術
的

能
力

・
倫

理
的

認
識

の
向

上
の

た
め
の

教
育

研
修

計
画

の
策

定
と
そ
の

実
施

（
１
）

教
育

研
修

等
に
つ
い
て

２
）

使
用

計
画

実
施

に
当

た
っ
て
受

け
る
ヒ
ト

ES
細

胞
を
使

用
し
て
の

技
術

的
研

修

※
樹

立
機

関
、
分

配
機

関
に
お
い
て
実

施
。

○
機

関
の

業
務

と
し
て
、
文

部
科

学
大

臣
の

確
認

を
受

け
た
使

用
計

画
の

使
用

責
任

者
等

に
対

し
て
ヒ
ト

ES
細

胞
を
使

用
し
て
の

技
術

的
研

修
の

実
施
を
規
定
。

(樹
立

:§
9.

1.
4、

分
配

:§
30

.1
.3

)

○
機

関
の

長
の

業
務

と
し
て
、
技

術
的

研
修

の
実

施
体

制
の

整
備

と
実

施
を
規

定
。

(樹
立

:§
10

.1
.8
、
分

配
:§

36
.1

.8
)

○
樹

立
・
分

配
の

責
任

者
の

業
務

と
し
て
、
機

関
の

長
の

命
に
基

づ
き
技

術
的

研
修

の
実

施
を
規

定
。

(樹
立

:§
11

.1
.9
、
分

配
:§

37
.1

.6
)

技
術

的
能

力
・
倫

理
的

認
識

の
向

上
の

た
め
の

教
育

研
修

機 関 の 長

教
育
研
修
計
画

【
策
定
】

機
関

と
し
て
の

教
育

研
修

責
任

者

分 担 者 ・ 研 究 者
そ
の

他
必

要
な
教

育
研

修

【
参
加
の
指
示
】

【
参
加
】

【
参
加
】

【
実
施
】

【
実
施
】

６６

３
．
指
針
の
よ
り
適
切
な
運
用
を
図
る
た
め
、
指
針
で
求
め
る
要
件
の
明
確
化

３
．
指
針
の
よ
り
適
切
な
運
用
を
図
る
た
め
、
指
針
で
求
め
る
要
件
の
明
確
化

(( 共
通
的
事
項

共
通
的
事
項

))



（
２
）

機
関
長
と
責
任
者
の
兼
職
の
禁
止
等
に
つ
い
て

※
樹

立
機

関
、
使

用
機

関
及

び
分

配
機

関
に
つ
い
て
適

用
。

○
機
関

の
長

が
、
樹

立
等

の
責

任
者

を
兼

ね
る
こ
と
を
禁

止
、
た
だ
し
、
規

則
で
職

務
代

行
者

を
定

め
て
い
れ

ば
、

そ
の

者
は

、
機

関
の

長
の

業
務

を
代

行
可

能
。

（
分

配
機

関
の

長
に
つ
い
て
は

、
た
だ
し
書

き
は

適
用

外
）

(樹
立

:§
10

.2
､分

配
:§

36
.2
､使

用
: §

49
.2

) 

機
関
の
長

責
任
者

倫
理
審
査
委
員
会

×
×

×

×

×

職
務
代
行
の
主
な
も
の

（
３
）

倫
理
審
査
委
員
会
（
審
査
の
参
加
者
の
要
件
の
明
確
化
等
）
に
つ
い
て

※
樹

立
機

関
、
分

配
機

関
及

び
使

用
機

関
全

て
に
適

用

○
審
査
に
参
加
す
る
「
機
関
の
関
係
者
」
の
範
囲
を
、
「
機
関
に
属
す
る
者
」
と
「
機
関
の
属
す
る
法
人
に
属
す
る
者
」
の
二
者
に
明
確
化
。

(樹
立

:§
12

.2
.2
、
分

配
:§

38
.2
､使

用
:§

51
.2

)

○
審

査
へ

の
参

加
を
禁

止
す
る
者

を
「
計

画
を
実

施
す
る
者

」
に
加

え
、
「
責

任
者

と
利

害
関

係
を
有

す
る
者

」
と
「
責

任
者

の
三

親
等

以
内

の
親

族
」
を
規

定
。

(樹
立

:§
12

.2
.4
、
分

配
:§

38
.2
、
使
用

:§
51

.2
) 

○
議
事
内
容
の
公
開

(樹
立

:§
12

.3
、
分

配
:§

38
.2
、
使

用
:§

51
.2

) 

【
委

嘱
】

【
兼
職
の
禁
止
】

【
監

督
】

職
務
代
行
者

７７



（
５
）

指
針
適
用
範
囲
及
び
ヒ
ト

ES
細
胞
等
へ
の
配
慮
に
つ
い
て

○
ヒ
ト

E
S
細

胞
の

臨
床

研
究

等
へ

の
使

用
が

本
指

針
の

適
用

の
範

囲
で
は

な
く
、
別

の
基

準
が

定
め
ら
れ

る
必

要
が

あ
る

こ
と
を
明

確
化

。
(§

2)

○
ヒ
ト

E
S
細

胞
等

へ
の

配
慮

の
理

由
に
つ
い
て
、
「
ヒ
ト

E
S
細

胞
が

ヒ
ト
胚

を
滅

失
し
て
樹

立
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
」
を

追
加

し
、
ヒ
ト

E
S
細

胞
に
つ
い
て
適

切
な
取

扱
い
が

必
要

で
あ
る
理

由
を
一

層
明

確
化

。
(前

文
及

び
§

3)
  

（
４
）

計
画
完
了
後
の
ヒ
ト

ES
細
胞
の
取
扱
い
に
つ
い
て

○
樹

立
計

画
完

了
後

は
、
樹

立
機

関
は

分
配

機
関

へ
の

譲
渡

等
に
よ
り
適

切
な
取

扱
い
を
実

施
。

(§
19

)

○
使

用
計

画
完

了
後

は
、
使

用
機

関
は

廃
棄

又
は

分
配

を
さ
れ

た
機

関
へ

の
返

還
を
実

施
。

(§
46

)

８８



分
化
細
胞
の
使
用
の
取
扱
い
の
変
更

分
化

細
胞

の
使

用
は

、
当

分
の

間
、

ヒ
ト

ES
細

胞
の

使
用

と
み

な
す
も
の

と
す
る
。

（
旧
§

29
.1

) 

現
行
指
針

見
直
し
背
景

分
化

細
胞

の
使

用
の

取
扱

い
の

見
直

し

見
直
し
結
果

(§
47

)

○
他

機
関

へ
の

譲
渡

、
使

用
期

間
完

了
後

の
使

用
、
保

存
が

可
能

。
○

上
記

の
場

合
、
倫

理
審

査
委

員
会

で
の

審
議

の
上

、
機

関
の

長
が

了
承

。
ま
た
、
文

部
科

学
大

臣
に
は

随
時

報
告

。
○
ヒ
ト

ES
細

胞
由

来
に
留

意
し
、
適

切
な
取

扱
い
に
努

め
る
こ
と
と
す

る
。

○
研

究
成

果
で
あ
る
分

化
細

胞
に
つ
い
て
の

再
現

性
の

検
証

の
た
め
、
多

く
の

研
究

機
関

に
譲

渡
さ
れ

、
実

施
さ
れ

る
こ
と
が

望
ま
し
く
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
。

○
研

究
成

果
の

更
な
る
応

用
の

た
め
に

必
要

な
期

間
保

存
さ
れ

る
こ
と
が

望
ま
れ

て
い
る
こ
と
。

○
研

究
が

緒
に
つ
い
た
段

階
の

た
め
、

ヒ
ト

ES
細

胞
か

ら
の

分
化

過
程

が
明

ら
か

と
な
っ
て
お
ら
ず
、

分
化

細
胞

で
あ
る

か
、
否

か
の

判
断

が
困

難
。

○
指

針
上

禁
止

し
て
い
る
事

項
が

見
過

ご
さ
れ

る
可

能
性

が
否

定
で
き
な
い
懸

念
が

存
在

。

○
研

究
の

進
展

に
よ
り
、
分

化
過

程
が

か
な
り
明

ら
か
と
な
り
、

分
化
細
胞
に
係
る
判
断
が
正
確
に
実
施
可
能
。

○
指
針
遵
守
の

使
用
実
績
の
積
み
重
ね
、
使
用
機
関
に
お
け
る
倫

理
審

査
及

び
倫

理
教

育
等

の
充

実
、
適

切
な
倫

理
認

識
の

定
着

。

９９

４
．
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
分
化
に
係
る
研
究
の
進
展
に
対
応
し
、

４
．
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
分
化
に
係
る
研
究
の
進
展
に
対
応
し
、

「
分
化
細
胞
の
譲
渡
及
び
保
存
等
に
係
る
規
制
」
を
合
理
化

「
分
化
細
胞
の
譲
渡
及
び
保
存
等
に
係
る
規
制
」
を
合
理
化

○
分

化
細

胞
の

使
用

に
つ
い
て
は

、
ヒ
ト

ES
細

胞
の

使
用

と
み

な
さ

な
い
も
の

と
す
る
。



【
樹

立
計

画
】

○
樹

立
計

画
の

変
更

手
続

き
を
規

定
。

(§
13

.1
)

○
樹

立
計

画
の

変
更

内
容

の
う
ち
、
軽

微
な
変

更
で
あ
る
「
機

関
の

名
称

、
所

在
地

及
び
機

関
の

長
の

氏
名

」
の

変
更

に
つ
い
て
は

届
出

の
み

の
手

続
き
。

(§
15

.4
) 

【
使

用
計

画
】

○
使

用
計

画
の

変
更

手
続

き
を
規

定
。

(§
56

)

○
使

用
計

画
を
変

更
す
る
場

合
に
は

、
「
使

用
変

更
計

画
書

」
を
作

成
。

(§
53

)

○
使

用
計

画
の

変
更

の
う
ち
、
「
機

関
の

名
称

、
所

在
地

及
び
機

関
の

長
の

氏
名

」
、
「
研

究
者

」
の

変
更

に
つ
い
て
は

届
出

の
み

の
手

続
き
（
「
研

究
者

」
の

変
更

に
つ
い
て
は

、
機

関
内

倫
理

審
査

委
員

会
に
お
け
る
審

査
は

必
要

）
。

(§
56

.4
)

１
０

１
０

５
．
使

用
計

画
の

実
績

の
増

加
、
研

究
者

の
流

動
性

の
増

大
に
対

応
し
、

５
．
使

用
計

画
の

実
績

の
増

加
、
研

究
者

の
流

動
性

の
増

大
に
対

応
し
、

主
で
な
い
研

究
者

の
変

更
な
ど
「
計

画
の

根
幹

に
関

わ
ら
な
い
軽

微
な
変

更
に
つ
い
て
は

届
出

制
と
し
、

主
で
な
い
研

究
者

の
変

更
な
ど
「
計

画
の

根
幹

に
関

わ
ら
な
い
軽

微
な
変

更
に
つ
い
て
は

届
出

制
と
し
、

審
査
を
合
理
化

審
査
を
合
理
化
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